
自動車の使用契約業者用資料 

※ 一般運送契約以外の契約の場合 

 

 

選挙公営の対象となる支払請求について 

 

 

 選挙公営の対象となる支払請求については、下記の点に留意され、必要な書

類を提出されるようお願いします。 

 

記 

 

１ 提出が必要な書類 

（１）請求書・請求内訳書〔公職選挙法施行規則様式〕 

（２）候補者から受領した選挙運動用自動車使用証明書（自動車） 

 

２ 請求書・請求内訳書 

（１）請求書の請求日は、投票日の翌日以降（２/９～）になります。 

（２）請求書には、署名（法人にあっては法人名と代表者の署名）又は記名押

印をしてください。 
   なお、以下により法人の代表者の氏名の記載及び請求者の押印を省略できます。 

①契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本人確認書類（法人の登記 

書類等）の提示又は提出 

②代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類（社員証等）の 

提示又は提出 

（３）契約書に押印した場合は、請求書の印鑑は契約書と同じものを使用して

ください。 

（４）請求書の「５ 金融機関名、口座名及び口座番号」欄の記載に当たって

は、預金通帳等で確認の上、正確に記入してください。 

（５）その他、各様式の記載例を参考に、誤りのないよう記入願います。 

 

３ 注意事項 

  候補者が供託物を没収された場合には、福岡県に支払を請求することはで

きません。 

 

 

問合せ先・提出先 

〒812-8577 福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県企画・地域振興部市町村振興局 

行財政支援課 調整係（担当：井上） 

TEL 092-643-3072 / FAX 092-643-3078 


